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通報者が通報の到達
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＊調査対象部署が総務部

の場合は、理事長が指

名した者若干名をもっ

て調査チームを設置 

必要に応じて

理事会に報告 

通報者に不利益取扱い
等を行った者は、就業規
則に従って懲戒処分 

関与者に対し、 
就業規則に従っ

て、懲戒処分 

※懲戒処分→人事・給与委員会，理事会決定（就業規則第 49 条） 


